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 ティーチング・アシスタント（以下「ＴＡ」という。）は「国立大学法人筑波大学本部等非常

勤職員就業規則」が適用される非常勤職員（教育系職員）であり、勤務時間等については、以下

のとおり取り扱うものとする。 
 
１ ＴＡは、担当する授業科目（以下「担当科目」という。）の授業時間内（授業時間７５分

に準備時間等を含めた９０分とする。）での勤務を標準とする。したがって、この場合にお

ける勤務時間は、担当科目が筑波キャンパスの時間割で開講される場合には、午前８時２５

分から午後６時１５分までの間、東京キャンパスの時間割で開講される場合には、午前８時

４０分から午後９時１５分までの間とする。 
 
２ 前項の規定にかかわらず、授業担当教員の監督の下で３０分単位での勤務（午後１０時か

ら翌日午前５時までを除くものとする。）を基本とし、担当科目の授業時間外におけるレポ

ート採点補助、教材・資料等の内容作成補助・印刷等の業務に従事させることができる。 
 
 ３ その他勤務時間等については、次の事項に留意の上取り扱う。 

(1) ＴＡの勤務時間は、１日について７時間４５分以内とする。ただし、６時間を超えて

勤務させる場合、少なくとも４５分の休憩時間を確保しなければならない。 
(2) 午後１０時から翌日午前５時までの間での勤務については、夜勤手当が発生する。 
(3) 所定の勤務時間を超え又は休日給の支給対象とならない日の勤務については、時間外

勤務手当が発生する。 
(4) 本部等非常勤職員就業規則第２４条に規定する休日での勤務については、休日給が発

生する。 
(5) 集中授業等で休日での勤務が予想される場合は、本部等非常勤職員就業規則第２４条

第２項のとおり、任用時に通知する。 


